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中⼭間地域の保全のための農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）のイメージ

農⽤地の保全 地域資源の活⽤ ⽣活⽀援
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※ 地域運営組織が展開する活動は多種多様であり、法⼈格を持たない任意団体（⾃治会・町内会、⾃治会等の連合組織など）をはじめ、NPO法⼈、
認可地縁団体、⼀般社団法⼈、株式会社、合同会社など多様な法⼈制度を活⽤。

集落協定
集落営農
農業法⼈
など

（⼩学校区程度のエリア）
事業の実施実⾏機能協議会（総会）

農地周辺等の草刈り作業 直売所を核とした域内経済循環 集荷作業と併せた買い物⽀援

地域の存続に向けて普段から組織的に活動を⾏って
いる農業者を⺟体とした組織を形成

中⼭間地域等直接⽀払、多⾯的機能⽀払による共同活動、組織的活動の下地
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複数の集落による集落協定や農業法⼈など農業者を⺟体とした組織と、⾃治会、社会福祉協議会など多様な地域の
関係者とが連携して協議会を設⽴し、農村ＲＭＯの活動の基本となる農⽤地等の保全、地域資源の活⽤、農⼭漁村の
⽣活⽀援に係る将来ビジョンを策定し、これに基づき各事業を実施。

中⼭間地域等直接⽀払の対象集落

多⾯的機能⽀払の対象集落
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資源管理 ⽣産補完
農業振興 ⽣活扶助
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農村型地域運営組織の事例（⾼知県梼原町松原地区）
ゆす はら ちょう まつ ばら

〇中⼭間⽀払（松原集落協定）
協定⾯積：12.6ha
交付⾦額：224万円

個⼈配分60%、共同取組活動40%
主な協定参加者：農業者31⼈

⾮農業者0⼈
協定開始：H12

【R2年度実績】
⾼知県

地域の概要

檮原町では明治の旧村を６つの区として⾃主防災や健康づくりなど
の基礎的な⾃治活動を実施。これをベースに平成20年頃から、集落活
動センターを順次設置。また、平成17年度からは、中⼭間直接⽀払を
６区６協定に広域化

その１つ、「松原区」の集落活動センターでは、住⺠による運送
サービス等の⽣活⽀援、中⼭間直接⽀払の集落協定等による農⽤地管
理活動、加⼯販売施設を活⽤した経済活動を展開
① ⽣活⽀援 ②農⽤地等保全
地域からガソリンスタンドが消える危機感をきっかけに、中⼭間地

域等直接⽀払の活⽤も視野に検討を⾏い、平成23年にＮＰＯ法⼈
「絆」を設⽴し、地域交通や配⾷サービスをあわせて実施

平成24年には住⺠出資で「(株)まつばら」を設⽴し、ガソリンスタ
ンド運営を継承
③地域資源活⽤

(株)まつばらは、給油所事業に始まり、地域⾷材販売、農林業資材
集出荷等の複合経営に発展し、平成26年には加⼯販売施設「あいの
⾥」を設⽴し、特産品づくりやレストラン運営を展開

【生活支援】 【農用地等保全】 【地域資源活用】

住民自治組織（集落活動センター）

・NPO法人 絆
・（株）まつばら・集落協定 ・（株）まつばら

⽣活⽀援地域資源
活⽤

農⽤地等
保全

農村組織体制

活動内容と発展過程
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農村ＲＭＯ形成推進に向けた各府省連携

１．「農村ＲＭＯ」の形成にあたって各府省所管の各種制度を活⽤
＜農村ＲＭＯとの関わりが想定される制度＞

⽂部科学省 厚⽣労働省 国⼟交通省
社会教育施策（公⺠
館活動、社会教育⼠
等）

⽣活⽀援コーディ
ネーター

介護保険法に基づく
地域⽀援事業

重層的⽀援体制整備
事業

⼩さな拠点を核とし
たふるさと集落⽣活
圏形成推進事業

国⼟の管理構想（地
域管理構想）

総務省
集落⽀援員
地域おこし協⼒隊
地域プロジェクトマ
ネージャー

地域⼒創造アドバイ
ザー

地域活性化起業⼈
特定地域づくり協同
組合

過疎地域等集落ネッ
トワーク圏形成⽀援
事業

内閣府
地域活性化伝道師

連携を確認している各省担当課【総務省地域⾃⽴応援課（地域振興室、過疎対策室）、厚⽣労働省認知症施策・地域介護推進課、
国⼟交通省総合計画課・地⽅振興課、内閣官房デジタル⽥園都市国家構想実現会議事務局、内閣府地⽅創⽣事務局】

２．各省が実施するＲＭＯ関連の制度等に関する都道府県・
市町村の担当部局への説明において、農林⽔産省から
農村ＲＭＯ形成推進施策を情報提供し、各地域の⼀体的
な取組を促進

３．関係府省連絡会議（農村ＲＭＯ形成促進に関する情報共有の場）の形成
【関係府省等】総務省、内閣府、厚⽣労働省、国⼟交通省、農林⽔産省、各種団体等
【会議の内容】①現場情報の共有

②関連施策の共有
【開催実績】第１回(R3.10.21）、第２回（R4.1.20）、農村RMO推進シンポジウム（R4.3.10）

農林⽔産
担当

県
・
市
町
村

⼀緒に動かす

国
（RMO関連制度）

伝達・
意識醸成

伝達・
意識醸成

健康福祉
担当

地域づくり
担当
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農⼭漁村活性化法の改正による⼟地利⽤調整の円滑化

〇 農⼭漁村活性化法の改正により、農村型地域運営組織（農村RMO）が実施する農⽤地保全事業や農⼭漁村発イノベーション
等の取組が円滑化

①持続的な⼟地利⽤の提案

①農村ＲＭＯを含む地域の多様な関係者が連携
して農用地保全事業に取り組もうとする場合に
おいて、地方自治体に対し、活性化計画の策定
を提案できる仕組みを拡充

②事業実施時の農地転用許可手続等の迅速化を
措置することで、行政手続の負担軽減を図る

③農用地の権利調整等を円滑化する仕組みを拡
充し、農用地保全事業の実施の場合にも適用

④日本型直接支払等による支援も受けつつ、農
用地保全事業の推進が図られるよう、多面法に
基づく事業計画認定申請の手続の簡略化

中山間地域等直接支払の実施

②農地転用許可手続等の迅速化

④多面法（※）に基づく事業計画認定申請の手続の簡略化

③農用地の権利調整等の円滑化

活性化法によるメリット

林地化
燃料作物

緑肥作物

放牧

林地化

ユニバーサル農園

（※）農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
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